
資料③

燃料体設工認申請書と燃料体設計認可申請書の差分比較

【資料フ 強度に関する説明書】

分類

① 設認記載内容 と同一

② 工認記載内容より引用

③ 言己載の最新化、A/B型記載統一

※記載統一にあた り体裁修正のみのものは①に含む

美浜 3号機 、高浜 1′ 2′ 3′ 4号 1識 、大擦腹3′ 4号 1,密 共通

タイトル A型 B型

1は じめに ① ①

1.1燃料集合体の構造 ①
設認本文に書かれていた説明内容を添付フに取 り込み。

一部記哉の適正化。
①

設認本文に書かれていた説明内容を添付7に取 り込み。

一部記哉の適正化。

2,設計条件 ① ①

21燃暁度 ① ①

22線 出力密度 ① ①

2.3原子炉運転条件 ① ③ 章構成、記載パラメータをA型に統一

3燃 料棒の強度計算 ① ①

3.1燃料棒の設計基準 ③
混在炉心における共存性を追記

表31に r洋 1)を追記
③

混在炉心における共存性を追記

表31に (注 1〕、(注 2〕 を追記

3,2燃料棒の強度言羽Ⅲ方法 ◎ 図3-1か ら地震による応力を削除 ③ 地震による応力を削除

3.21強度言詔面(E用いるコー ド ③
別紙 「計算機プログラム (解析コー ド)の概要」に関す

る記裁を追加
③

別紙「計算機プログラム (解析コー ド)の概要」に関す

る言R載を追加

322コードに用いるモテル皮ひ言i算

方法
◎

図3-6タイ トル(被覆管の呼称 )を変更。

`5Ⅲ

被覆管応力計算方法から、rdう地震による応力を削除
③

追加(A型に記載統一 )

33強 度評価結果 ① ①

331計 算条件 ① ③ A型に記載統一(燃焼度履歴図を更新 )

332計 算結果 ① ③ A型に記軸統一(図表追加 )

333燃 料棒の温度謂 面結果 ③
最新設認の記載にあわせて、性能説明書 (旧設認添付

1)の記載を取 り込み。
③

最新設認の記載にあわせて、性能説明書 (旧設認添付

1)の記哉を取 り込み。

334燃 料棒の内圧評価結果 ① ①

3.35燃料棒の応力評価結果

地震による応力 ◎ l也震による応力を含めずに言詔面 ③ 地震による応力を含めずに評価

水力振動による応カ ② 工認記載値ヘイ充一 ② 工認記載値に統一 (B型は工認値 =設認値 )

被覆管の耐力の図 ② 被覆管の耐力の図を追加 ①

336燃 料棒の歪評価結果 ① ①

337燃 料樺の疲労剖 面結果 ① ①

3.4そ の他の考慮事項

(3)腐食・水素吸収評価

(4〕 PCI詞町面
① ③

腐食評価の数値、PC晴詔面(こ おける実炉心プロッ トにつ

いてはA型続―のため追洲 。(高浜 3,4号機は記載な し)

(7)混在炉心における共存性 ② 工認参考資料を取 り込み ② 工認参考資料を取 り込み

上記以外 ① ③
A型に記載統一するため、性能説明書 (旧設認添付 1)

の謂識をロロリ泳み ^

4燃 料集合体の強度計葺 ① ①

41燃 料集合体の設計基準 ① ①

42燃 料集合体強度副 両方法 ◎
使用する解析コー ドに関する記載を追加

③
A型 に記載統一(文章追洲 )

イ吏用する解析 コー ドに関する記載 を追加

421燃 料輸送及び取扱い時における

言詔面

方法

③

解析コー ド名称を明記

③

A型 に記載統一(文章追加 )

解析コー ド名称を明記

過渡

4.22通 常運転時及び運転時の異常な

変化時における昌詔面方法

荷重のイメージ図(図牛 2′3) ③ 最新設認の記哉にあわせて追加 ③ 最新設認の記哉にあわせて追洲

集合体疲労評価 ① ③ A型に記載統一((1)に おいて集合体疲労謂 面を追記 )

43強 度唇詔面結果 ① ①

431燃 料輸送及び取扱い時における

結果

言詔面 ① ③

A型に記載統一(横方向6G評価を追記 )

邑渡

432通 常運軍五時及び還転時の異富な

変化時における評 面結果

① ①

(削 除 )地震時強度号甲面 ③ 削除 ③ 削除

5参 考文献

③
追力日

◎
判室とわ日

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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燃料体設工認申請書と燃料体設計認可申請書の差分比較

【資料8燃料体の耐熱陛、耐放射線性、耐食性その他の性能に関する説明書】

分類

① 設認記載肉谷と同一

② 工認記裁内容より引用

③ 言己載の最新化、A/B型記載統一等 (※ 1)

※1記載統一にあたり体裁修正のみのものは①に含む

美浜3弓機、高浜 1′ 2′ 3′4号機、大飯3,4号終共通

タイトル 樫 B型

1はじめに ① ①

2.構成材料の概要 ③ 構成部品の化学成分を規↑各の規定に統一 ③ 構成部品の化学成分を六見4善の規定に統一

3二酸イヒウラン ① ③
31～33の章構成を爬聖に統一

(f性能毎の説明から部材毎の説明に構成変更)

3,1耐勲 陛 ① ◎ 記載内容を爬当こ統一

32耐放射線性 ⑤ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ⑤ 記載内容をA型に統一

33耐食性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記載内容をA型に続―

4.ガ ドリニア混合二酸化ウラン ① ◎
4,1～4,3の章構成を爬当E統一

(性能毎の説明から部材毎の説明に構成変更)

4.1耐勲 llと ① ◎ 記載内容をA型に統一

4.2而 J放射線性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記載内容を爬Jこ統一

4.3耐食性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記載内容をA型に統一

5.ジルコニウム基合金 ③
高浜3′ 4ヨ機の設認にて各項の末尾に記載されていた集合

組織調整管の説明について統一して本項に記裁
③

5,1～5.3の章構成をA型に統一

(性能毎の説明から部材毎の説明に構成変更)

言Rヨ,肉蓉身AttI「 絡―

5.1耐勲 陛 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ◎ 記載内容を爬期こ続―

52耐放射線性 ③ ③ 記裁内容をA型に統一

5.3耐食性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記哉内容をA型に統一

5,4その他の性能 ③ 5,4,3と して高温特性を追加 ◎ 記載内容を疋型に統一

6.Sn― Fe―Cr系ジ)レコニウム台金 ① ③
6.1～6.3の章構成を足整に統一

(性能毎の説明から部材毎の説明に構成変更)

6.1耐勲性 ① ③ 記載内容を爬型に統一

6.2耐放射繰性 ① ③ 記載内容をA型に統一

63耐 食性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記載内容をA型に統一

ア.析出硬化型ニッケル基合金 ① ③
7.1～7.3の章構成を足JE統一

(′陛能毎の説明から部材毎の説明に構成変更)

7.1耐勲 陛 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係陛を記載) ③ 記裁内容をA型に統一

72耐放射イ泉性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記載内容を疋Jこ統一

73耐食性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ◎ 記戦内容をA型に統一

B.オーステナイト系ステンレス鰯

(8 ニッケル・クロム・鉄合金)※ 2
① ③

8,1～83の章構成をA哲」に統一

(1陛能毎の説明から部材毎の説明に構成変更)

81而j勲性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係Lを記載) ③ 記載内容をA型に統一

82耐放射線性 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記職) ③ 記載内容をA]Jに統一

8.3耐食I隆 ③ 最新の設認の記載を反映 (強度評価との関係性を記載) ③ 記載内容を足型に統一

9オーステナイト系ステンレス鋼 ③
91～ 9.3の章構成を爬聖に統一

(f性能毎の説明から部材毎の説明に相成変更)

9.1耐熱性 ③ 記載内容をA]Jに統一

92耐放射線隆 ③ 記載内容をA型に統一

9,3耐食 1隆 ③ 記戦内容を爬型に統一

9,参考文献

(10 参考文献)※ 2
① ①

(削除)その他性能

(核設計、熱水力設計)

③

本項は既工認に記載があり、設工認になることによって記

哉が重複することからH」除

③

本項 は既工認に記載があ り、設工認になることによつて

記載が重複することから肖」除 (B型設認には燃料集合体

伸び、燃料棒曲が り、上部ノズルギ ヤップ、上部ノズル

押さえばね力、ペレットボンデイングの記載があるが強

度計算書との記載重複等の理由により削除)

※ 2

A型の資料 8よ りも章立てが1※ 2 し
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参考

補足説明資料 3

燃料体設計認可申請書と設計及び工事計画

認可申請書の記載に関する補足説明資料

-3-



1 ,概要

本申請における燃料体は、改正前の法体系下において燃料体設計認可申請書 (以下、「設

認」)に より認可を受けた設計に基づ く燃料体検査の合格を取得 し、現在供用中の燃料体

と同一設計であ り、燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐食性その他の性能に係る説明、燃料

体の強度に係る評価方法、評価結果等の内容について技術的新規性はない。

一方で、法令等改正に伴い、申請書の記載内容が一部変更になつたことから、本資料で

は、旧法下の設認 と本申請である設計及び工事計画認可申請書 (以下、「設工認申請書」)

の記載事項の関連を整理 したものである。

2.整理結果

(1)設認と設工認申請書の記載について

設認の記載事項と、設工認申請書の記載事項は下表のとおり差分がある。

(申 請書本文 )

1

設認 設工認申請書 記載事項の比較

氏名又は名称及び住所並び

に法人にあつては、その代

表者の氏名

二 核燃料物質の種覇 、初却鴻

縮度及び燃焼率

三 燃料材及び燃料被覆材の種

類、組成及び組織並びに燃

料材及び燃料被覆材以外の

部品の種類及び組成

四 燃料体の構造及び重量

五 燃料体を使用する発電用原

子炉を設置した工場又は事

業所の名称及び所在地

燃料体を使用する発電用原

子炉に係る発電用原子炉施

設の概要

ハ

氏名又は名称及び住所並び

に法人にあつては、その代表

者の氏名

工事計画

要 目表 (燃料体の名称、種

類、主要寸法及び材料)

基本設計方針、適用基準及

び適用規格

工事の方法

三 工事工程表

四 設計及び工事に係 る品質マ

ネジメン トシステム

五 変更の工事又は設計及び工

事の計画の変更の場合にあ

つては、変更の理由

下線部について、以下の

事項に差分がある。

・ 初期濃縮度及び燃焼率

・ 燃料体の構造及び重

量、など

(新規追加)

使用前確認申請書におい

て記載する事項

(新規追加)
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設認 設工認申請書 記載事項の比較

燃料体の耐熱性、耐放射線

性、耐腐食性その他の性能

に関する説明書

燃料体の強度計算書

燃料体の構造図

四 加工のフローシー ト

五 品質保証に関する説明書

人 燃料体の耐熱性、耐放射線

性、耐食性その他の性能に関

する説明書

七 強度に関する説明書

添付図面

申請書本文

(二 工事計画 「工事の方法」)

九 設計及び工事に係る品質マ

ネジメン トシステムに関す

る説明書

発電用原子炉の設置の許可

との整合性に関する説明書
(新規追加)

(添付書類)

(2)設認 (本文)と 設工認 申請書 (本文)の差分について

設認 と設工認 申請書の本文の差分について、設工認 申請書における記載の考え方等を

添付 1に整理 した (申 請書本文の詳細な比較は添付 2参照 )。

設認の本文には記載 していたが、設工認 申請書本文に記載 しないとした基本的な考え

方は以下のとお り。

・ 既工認
い の本文に記載がある事項

。設工認 申請書における他の本文記載内容で代替可能な事項

・ 具体的な仕様を示 さない事項

(注)「既工認」は、次のとお り。

なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 月町表第二の記載事項が、既工認

と今回の設工認申請書でどのように整理されているかについては、参考資料に示す。

2

美浜発電所第 3号機 高浜発電所第 1号機 高浜発電所第 2号機

既工認①:再稼働時 平成 28年 10月 26日

付 け 原 規 規 発 第

1610261号 にて認可

を受けた工事計画

平成 28年 6月 10日

付 け 原 規 規 発 第

1606104号 にて認可

を受けた工事計画

平成 28年 6月 10日

付 け 原 規 規 発 第

1606105号 にて認可

を受けた工事計画

既工認② :高燃焼度

燃料の装荷時

平成 19年 12月 14日

付け平成 19・ 10・ 09原

第 5号にて認可を受

けた工事計画

平成 24年 3月 29日

付け平成 24・ 02・ 07原

第 10号にて認可を受

けた工事計画

平成 24年 3月 29日

付け平成 24。 02・ 07原

第 H号にて認可を受

けた工事計画
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設認本文記載
設工認

記載箇所

既工認

本文

設工認申請書本文における

記載の考え方

初期

濃縮度

燃料体平均
燃料体平均および燃料要素平均の変更

に当たつては、設工認本文記載のペ レ

ッ ト初期濃縮度により必然的に決まる

値であ り、当該項 目で審査可能なため、

記載不要。
燃料要素平均

燃焼率

燃料体最高 添付 7 ○
既工認①の要目表で記載済みのため、

記載不要。

燃料要素最高 添付 7
新検査制度適用後における炉心側の本

文記載事項であり、今回申請の範囲外

であることから、炉心側の申請時に記

載の適正化を行 う。
ペ レッ ト最高 添付 7

燃料体の構造 添付 7
具体的な仕様を記載しているものでは

なく、概要記載のため、記載不要。

質量

燃料体総質量 添付図面
各々の質量の変更に当たつては、設工

認本文の要 目表記載の主要寸法 と材料

に依存 して変更 となることか ら、当該

項 目で審査可能なため、本文への記載

不要。

燃料材質量

主要部品

その他

燃料要素の配置 添付図面

燃料要素の配列の変更に当たつては、

設工認本文の要 目表の名称に記載の 15

行 15列が変更となることから、当該項

目で審査可能なため、記載不要。

被覆材の偏肉率 添付図面

偏肉率の変更に当たつては、設工認本

文の要 目表に記載の被覆材の外径、内

径、肉厚、および基本設計方針に記載の

「各部の寸法の偏差は、著 しく大きく

ないこと」が変更 となることから、当該

項 目で審査可能なため、記載不要。

プレナム体積 添付図面

プ レナム体積の変更に当たつては、設

工認本文の要 目表の寸法に記載のプ レ

ナム長 さが変更 となることか ら、当該

項 目で審査可能なため、記載不要。

添付 1

設認と設工認申請書の本文記載事項の差分に係る整理
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備 考

燃料体平均および燃料要素平均の変更に当たつては、設工認本文記載のペレット初期濃縮度により必然
的に決まる値であり、当該項目で審査可能なため、記載不要

設工認の本文で材料の成分を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材料の成分を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材*|の規格を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

譜 工 認 の本 支 で材 料 の部 格 井〒 と,1´ _添付 Rで 日́歳井皐 苛 ^

設 工 認 の本 文 で材 料 の規 格 を記 蔵 し、添 付 8で組 成 チ記 五 .

設 工 認 の本 文 で材 料 の規 格 ぢ=記重 し、添 付 8で組 成 弁記 遺 ^

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

設工認 添付図面設工認 本文

〇

○

○

〇

〇

O

O

〇

○

燃料体設計認可申請書

|ラン

乍られ た単 一 相 か らなる二 酸 1ヒ ウラン多結 晶 組 織

'ラ
ン

〔力除 芸 峰 命市網 紐

'ロ
ム

|ンタル

端 種 の 組 成 と同 じ

端 檜 の 組 成 と同 じ

i布雪によιJ

初期濃縮度

燃焼率

燃料材

燃料被覆管

燃料被覆材端
性

上部ノズル及
び下部ノズル

上部ノズル押
えばね

スプリングスク
リュウ

制御棒案内シ
ンブル

制御棒案内シ
ンブル端栓

炉内計装用案
内シンブル

スリーブ

インサート管

インサート端栓

燃料材の種類、
組成及び組織

燃料被覆材の種
類、組成及び組

`説

燃料材及び燃料
被覆材以外の部
品の種類及び組
成

添付 2(1/2)

燃料体設計認可申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較(A型ウラン燃料体 )
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備 考

同成井記 重 ^

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付8で組成を記載。

各々の賞量 の変史に当たつては、設工認本文の要 目晟 自己章 の三妻 寸法 と材料 にほ仔 して変更となること
かス 当諭 I百 日r寒杏可静ナ_｀■″)_太 支への _Fと,不喜

燃 料 要 素 の 配 列 の 変 更 に 当たつて は 、設 工 認 本 文 の要 目表 の 名 称 に記 載 の 15行 15列が 変 更 となることか

云 当影 E tt r墓 杏 可 能 ナ.｀ 十―あ  二!詩 不 車

各 々の質量 の変史に当たつては、設工認本文の要 目表記章 の主要寸法 と布オ料 に伝

「

手して変史となること
おヽ云 当彰 I百 日で暮各可件淡ナ‐あ _太支へ のユと

'不
軍

l属 肉手 の変史に当たつては、設工記本又の安 日表 に記草 の概覆 1オの外径 、肉径 、肉 l早、および基本設計

方針に記載の「各部の寸法の偏差 は、著 しく大きくないこと」が変更となることから、当該項 目で審査可能な

ため、記畿不要

垢程 の頭部長さや百LィXと の変貝に当たつては、設工認不又の妥 日表に記Vの燃料要素全長 、有効長ご、破

覆材外径 が変更 となることから、当該項 目で審査可能なため、記載不要 。下部端栓のみの記載 があるの

は、当時 、同時期 に審査 された17X17A型48GWd/t燃 料の設計認可 申請 において下部端栓形状を変更 し
,‐ こ>斉路支テ ′ヽど,(赳伝構春井室縮する却常II当 呂が捨答 の対象どユ1´ ナーナーめ 皐ヽ置 A九ナ‐|,のである^

設工認本文の要目表に記載

各部の寸法の偏差は、 い こ 日で審査可能な

フレナム体積の変更に当たつては、設工認本文の要目表の寸法に口己敢のフレすム長さが変史となることか
ス 当ウI百 日で悪各可能肝 ―め _P計不軍

端柱の頭部長さやE径の変史に当たつては、設工認本又 の妥 日薮に記頭 の燃料要素全長 、有効長ご、薇

覆材外径が変更 となることから、当該項 目で審査可能なため 、記載不要 。下部端栓 のみの記載があるの

は、当時、同時期 に審査 された17X17A型48GWd/t燃 料 の設計認可 申請 において下部端栓形状を変更 し
ナ‐

「
)‐ 券路

=テ
 ′

`'′

埋ヽ 伝 構 杏 井堂 縮 士 ス主日名I当 Rボ総 各 の 対 象 )ユ 1_ナ″■″】 _Fと,声 加 ナー羊Iのでムス ^

各 々 の 質 量 の 変 更 に 当たつて は 、設 工 認 本 文 の要 目表 記 載 の 主 要 寸 法 と材 料 に依 存 して変 更 となること
hヽ 云 当彰 ェ百日r泰杏 可 能 ナ.｀■お 太 寸 へ の F]請 不 軍

各々の質量 の変史 に当たつては、設工認本文 の要 目表記章の主要寸法と材料 には仔 して変史となること
おヽス 当該 I百 日r悪答可詐 Aナ‐あ _太支への _F百1不薯

各 々の質量 の変更に当たつては、設 工認本 文の要 目表記載 の主要寸法 と材料 には仔 して変更となること
れヽス 当諺 I百 日イ寒答可能′_｀■わ 太甘へ の部と

'不
軍

各々の買二の変更に当たつては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存して変更となること
ザ〕ヽス_導 責ク遁日r塞春訂能ナ_｀■″Ⅲ太すへのユBE不孝

設工認 添付図面

O

○

O

O

O

O

〇

設工認 本文

○

〇

〈

燃料体設計認可申請書

えばねの組成と同じ

′相 テ l:Eね の無 虚 >周 L

総質量

!う I

でル上面と燃来I喜
=下

端の間隔

(二酸化ウラン燃料体、ガドリニア入り二酸化ウラン燃料体)

総質量

外 径

偏肉率

プレナム体積

直 径 (太径 部 〕

二酸化ウラン燃料体
ガドIJニア入し

'二

酷1ヒ ウラ切ど′ヽ赳依

総質量

長 さ

肉

「

里

偏肉率

プレナム体積

,ウ ム圧力

直 径 (太得 部 〕

上部ノズル/下部ノズル

'レ

:外寸法

(1)質量

(1)質量

上部支持格子/中間部支持格子/下部支持格子

(1)質 量

上 部 ノズ ル

燃 料

有 効 岳

初 期 へ |

下 部 1

上 部 ノラ

下部ノヌ

下部ノク

シンブ,レスク
リュウ

支持格子

ブレード

コイルIよね (ペ

レット押えば
ね)

燃料体

二酸化ウラン
燃料要素

ガドリニア入り
二酸化ウラン
燃料要素

上部ノズル(組

立体)及 び下
部ノズル (組立
体)

制御棒案内シ
ンブル(組立
体)

炉内計装用案
内シンブル

支持格子 (組

立体)

コイルばね (ペ

レット押えば
ね)

燃料材及び燃料
被覆材以外の部
品の種類及び組
成

燃料体の構造及
び質量

添付 2(2/2)
燃料体設計認可申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較(A型ウラン燃料体 )
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(参考資料 )

羊 V丘基 き 百F雀 負暑 態  言 近 来 雷 訴 雀 ■ 緯 ムゝ 与 灘1 よび 2
と Hl数千 田 店 ヱ ,店

の
コ

“

写尋  荘請
=Δ

生〉ア F_耳 ■トス と日日II EII羊 ′奮
~>日

手工 翼 悛 よ 7ヾ峨 赳 イ太 rア、勢 下 契 由蓋 圭 脂 ムヽ 汁 ス訂 卦

*1:平成 28年 10月 26日 付け原規規発第 1610261号 にて認可を受けた工事計画 (再稼働時)

*2:平成 28年 6月 10日 付け原規規発第 1606104号 にて認可を受けた工事計画 (再稼働時)

*3:平成 28年 6月 10日 付け原規規発第 1606105号 にて認可を受けた工事計画 (再稼働時)

*4:燃料集合体の最高燃焼度を記載 しており、燃料材および燃料要素については炉心側の申請時に記載の道正化を行 う。

*5:平成 19年 12月 14日 付け平成 19・ 10・ 09原第 5号にて認可を受けた工事計画 (高燃焼度燃料の装荷時)

*6:平成 24年 3月 29日 付け平成 24・ 02・ 07原第 10号にて認可を受けた工事計画 (高燃焼度燃料の装荷時)

*7:平成 24年 3月 29日 付け平成 24・ 02・ 07原第 H号にて認可を受けた工事計画 (高燃焼度燃料の装荷時)

の 数 モ里

既工認および燃料体の設工認における記載

高浜発電所第 2号機

既工認①
+3、 2炉心に係る

次の事項 (1)に記載

既工認①
半3、 2炉心に係る

次の事項(2)に記載
半4

既工認②・7、 2炉心に係る

次の事項(3)に記載

既工認②
キ7、 2炉心に係る

次の事項 (4)に記載

2021年 ■ 月 26日 付け関原

発第 429号にて申請の設工

認に記載

高浜発電所第 1号機

既工認①
キ2、 2炉心に係る

次の事項 (1)に記載

既工認①
*2、 2炉心に係る

次の事項 (2)に記載
キ4

既工認②
*6、 2炉心に係る

次の事項 (3)とこ記載

既工認②
*6、 2炉心に係る

次の事項 (4)で記載

2021年 11月 26日 付け関原

発第 427号にて申請の設工

認に記載

美浜発電所第 3号機

既工認①・ 、2炉心に係る

次の事項 (1)に記載

既工認①・ 、2炉心に係る

次の事項(2)に記載
*4

既工認②
*5、 2炉心に係る

次の事項 (3)記載

既工認②
キ5、 2炉心に係る

次の事項 (4)で記載

2021年 11月 26日 付け関原

発第 425号にて申請の設工

認に記載

原子炉本体

(1)炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ

及び炉心等価直径

(2)燃料体最高燃焼度 (初装荷及び取替えの

別並びに燃料材、燃料要素及び燃料集合

体の別に記載すること。)及び核燃料物

質の最大装荷量

(3)燃料材の最高温度

(4)核的 。熱的制限値 l市」御棒クラスタ落下

時の制御棒価値及び核的エンタル ピー

上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出

し時の制御棒価値及び熱流束熱水路係

数、最大線出力密度、水平方向ピーキン

グ係数、最大反応度添加率並びに通常運

転時の最小限界熱流束比)

3 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料 (初装荷及び取替

えの別に記載すること。)

2 炉心に係る

次の事項
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